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衆
議
院
議
員
大
島
令
子
君
提
出
台
湾
向
け
原
子
力
発
電
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備
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輸
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衆
議
院
議
員
大
島
令
子
君
提
出
台
湾
向
け
原
子
力
発
電
設
備
の
輸
出
許
可
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

台
湾
電
力
龍
門
原
子
力
発
電
所
（
以
下
「
台
湾
第
四
原
発
」
と
い
う
。
）
向
け
に
は
、
原
子
炉
一
次
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ

電
源
装
置
、
原
子
炉
一
次
冷
却
水
循
環
ポ
ン
プ
、
原
子
炉
制
御
棒
駆
動
装
置
及
び
原
子
炉
圧
力
容
器
の
四
件
の
輸
出
許
可
申

請
に
対
し
、
輸
出
許
可
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
ら
四
件
の
輸
出
許
可
に
係
る
原
子
力
設
備
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
私
企
業
の
正

当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
答
弁
を
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
我
が
国
の
事
業
者
に
よ
る
台
湾
第
四
原
発
向
け
の
原
子
力
設
備
の
輸
出
に
つ
い
て
は
、
六
に
つ
い
て
で
述
べ
る
と

お
り
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
（
昭
和
五
十
一
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
核
兵
器
不
拡
散
条
約
」
と
い
う
。
）
に

お
け
る
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

原
子
力
発
電
施
設
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
を
保
有
す
る
国
又
は
地
域
の
責
務
で
あ
る
と
国
際
的
に
認
識
さ

れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
つ
い
て
は
、
民
生
用
原
子
力
発
電
所
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
た

原
子
力
の
安
全
に
関
す
る
条
約
（
平
成
八
年
条
約
第
十
一
号
）
の
前
文
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。一



な
お
、
我
が
国
か
ら
の
原
子
力
設
備
の
輸
出
に
当
た
っ
て
は
、
輸
出
相
手
先
に
お
け
る
原
子
力
発
電
施
設
の
安
全
性
は
、

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
に
基
づ
く
輸
出
許
可
の
審
査
要
件
と
さ
れ
て
い
な

い
。

三
に
つ
い
て

平
成
七
年
六
月
十
二
日
に
総
合
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査
会
原
子
力
部
会
が
取
り
ま
と
め
た
中
間
報
告
書
は
、
我
が
国
か
ら
原
子

力
設
備
を
輸
出
す
る
に
際
し
て
の
考
え
方
と
し
て
「
安
全
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
供
給
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
、

「
資
機
材
の
輸
出
に
あ
わ
せ
て
運
転
管
理
技
術
、
定
期
検
査
制
度
等
の
安
全
関
連
シ
ス
テ
ム
等
の
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
の
移
転
も

行
っ
て
い
く
」
と
い
う
も
の
で
、
「
長
期
間
に
わ
た
っ
て
運
転
、
保
守
補
修
等
に
協
力
し
て
い
く
こ
と
と
す
れ
ば
、
こ
う
し

た
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
面
で
の
技
術
移
転
が
進
み
、
相
手
国
・
地
域
の
原
子
力
発
電
の
安
全
水
準
を
向
上
さ
せ
る
効
果
」
が
期
待

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
輸
出
者
及
び
製
造
者
が
原
子
力
設
備
を
輸
出
す
る
際
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
お
り
、

政
府
と
し
て
は
、
そ
の
考
え
方
の
普
及
に
努
め
て
い
る
。

な
お
、
台
湾
に
お
け
る
「
安
全
の
ワ
ン
セ
ッ
ト
供
給
」
に
係
る
取
組
と
し
て
は
、
社
団
法
人
原
子
力
産
業
会
議
が
、
原
子

力
安
全
に
係
る
情
報
・
意
見
交
換
を
行
う
た
め
、昭
和
六
十
一
年
か
ら
日
台
原
子
力
安
全
セ
ミ
ナ
ー
を
毎
年
開
催
し
て
お
り
、

二



ま
た
、
東
京
電
力
株
式
会
社
が
、
平
成
十
二
年
に
、
台
湾
第
四
原
発
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
原
子
炉
と
同
じ
炉
型
で
あ

る
原
子
炉
保
修
訓
練
施
設
を
使
用
し
、
台
湾
電
力
公
司
の
技
術
者
に
訓
練
を
実
施
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
原
子
力
発
電
施
設
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
を
保
有
す
る
国
又
は
地
域
の

責
務
で
あ
る
と
国
際
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。

台
湾
第
四
原
発
に
つ
い
て
は
、
台
湾
当
局
が
、
耐
震
安
全
性
も
含
め
た
安
全
審
査
を
行
っ
た
上
で
、
平
成
十
一
年
三
月
十

六
日
付
け
で
建
設
を
許
可
し
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
お
り
、
「
現
計
画
の
中
止
あ
る
い
は
立
地
地
点
の
変
更
な
ど
」
に
つ

い
て
は
、
台
湾
当
局
又
は
建
設
許
可
申
請
者
で
あ
る
台
湾
電
力
公
司
に
お
い
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

五
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
原
子
力
発
電
施
設
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
を
保
有
す
る
国
又
は
地
域
の

責
務
で
あ
る
と
国
際
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
し
て
お
り
、
台
湾
に
お
け
る
耐
震
設
計
審
査
の
在
り
方
に
つ
い
て

も
台
湾
当
局
が
、
判
断
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
台
湾
当
局
か
ら
我
が
国
の
有
す
る
原
子
力
安
全
に
関
す
る
知
見
の
提
供
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
民
間
団
体

三



を
通
じ
て
、
そ
の
求
め
に
応
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
。
）
政
府
は
、
平
成
十
年
一
月
二
十
六
日
に
米
国
国
務
省
か
ら
在
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
日
本
国
大
使
館
に
発
出
さ
れ
た
口
上
書
に
お
い
て
、
米
国
政
府
と
し
て
台
湾
当
局
が
管
理
す
る
地
域
に
あ
る
す
べ
て

の
核
物
質
に
対
し
て
国
際
原
子
力
機
関
に
よ
る
保
障
措
置
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
す
る
等
の
意
図
を
我
が
国
政
府
に
対

し
て
公
式
に
表
明
し
て
い
る
。
右
意
図
表
明
は
、
我
が
国
政
府
と
の
協
議
を
経
て
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
行
わ
れ
る

に
際
し
て
は
、
当
該
保
障
措
置
等
は
米
国
政
府
が
台
湾
当
局
か
ら
得
て
い
る
保
証
に
基
づ
い
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
説

明
を
米
国
政
府
か
ら
受
け
て
い
る
。

核
兵
器
不
拡
散
条
約
第
三
条
�
に
お
い
て
は
、
核
兵
器
不
拡
散
条
約
の
各
締
約
国
が
特
殊
核
分
裂
性
物
質
の
使
用
等
の
た

め
に
特
に
設
計
さ
れ
又
は
作
成
さ
れ
た
設
備
等
を
非
核
兵
器
国
に
供
給
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
特
殊
核
分
裂
性
物
質
に

保
障
措
置
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
が
、
右
口
上
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
台
湾
当
局
が
管
理
す
る

地
域
に
あ
る
す
べ
て
の
核
物
質
（
特
殊
核
分
裂
性
物
質
を
含
む
。
）
は
、
国
際
原
子
力
機
関
に
よ
る
保
障
措
置
の
適
用
を
受

け
る
の
で
、
本
件
原
子
力
設
備
の
台
湾
へ
の
輸
出
は
核
兵
器
不
拡
散
条
約
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。 四



七
に
つ
い
て

原
子
力
を
含
む
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
、
各
国
又
は
地
域
が
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
情
や
環
境
問
題

へ
の
対
応
等
の
観
点
か
ら
、
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
判
断
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

我
が
国
政
府
と
し
て
は
、
各
国
又
は
地
域
が
自
ら
の
判
断
に
お
い
て
原
子
力
発
電
施
設
の
導
入
を
決
定
し
た
場
合
、
先
方

の
要
請
に
応
じ
て
、
よ
り
安
全
な
原
子
力
発
電
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
高
品
質
の
原
子
力
設
備
を
輸
出
す
る
と
と
も
に
、
優
れ

た
運
転
管
理
技
術
等
を
併
せ
て
提
供
し
て
い
く
こ
と
が
、
輸
出
相
手
先
の
原
子
力
に
関
す
る
安
全
性
の
向
上
に
資
す
る
も
の

と
考
え
る
。

五


